
   綾瀬市保育所等光熱費高騰対策支援補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、電気料金及びガス料金（以下「光熱費」という。）の高騰の影

響を受けている保育所等及び放課後児童クラブが今後も安定的な運営を継続できる

よう、綾瀬市保育所等光熱費高騰対策支援補助金（以下「補助金」という。）を交

付することについて、綾瀬市補助金等に係る予算の執行に関する規則（昭和５１年

綾瀬町規則第１５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を

定めるものとする。 

 （補助対象者） 

第２条 補助金の対象となる者（以下「対象者」という。）は、次の各号のいずれか

に該当する者とする。 

(1) 綾瀬市内に所在し、次のいずれかに該当する施設（以下「保育所等」という。

）の設置者又は長 

ア 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第３９条第

１項に規定する保育所（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供

の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号。以下「認定こども園法」とい

う。）第３条第１項の認定を受けたもの及び同条第１１項の規定による公示が

されたものを除く。） 

イ 認定こども園法第２条第６項に規定する認定こども園 

ウ 法第６条の３第１０項に規定する小規模保育事業を行うための施設 

エ 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する幼稚園（認定こど

も園法第３条第１項又は第３項の認定を受けたもの及び同条第１１項の規定に

よる公示がされたものを除く。） 

 (2) 綾瀬市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱（平成２１年４月１日施行）第

２条第３号に規定する団体であって、同要綱第３条各号に掲げる要件を備えてい

るもの 

（補助対象経費） 

第３条 補助金の対象となる経費（以下「対象経費」という。）は、保育所等又は綾

瀬市内の民設放課後児童クラブの運営、維持等に要した光熱費とする。 



 （補助金の額） 

第４条 補助金の額は、次に掲げる額の合計額とする。 

(1) 申請に係る年度（以下「申請年度」という。）の前年度に対象者が支払った電

気料金の総額に０．３を乗じた額を上限として、申請年度に対象者が支払った電

気料金の総額から申請年度の前年度に対象者が支払った電気料金の総額を減じた

額 

(2) 申請年度の前年度に対象者が支払ったガス料金の総額に０．４３を乗じた額を

上限として、申請年度に対象者が支払ったガス料金の総額から申請年度の前年度

に対象者が支払ったガス料金の総額を減じた額 

２ 前項の規定による補助金の額に１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り

捨てるものとする。 

３ 対象経費の額が確認できない月があるときは、申請年度及び申請年度の前年度に

おける当該月に係る対象経費を０として算定するものとする。 

 （交付申請等） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、綾瀬市保育所等及び放課後児童クラブ

光熱費高騰対策支援補助金交付申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて、

市長が別に定める日までに市長に申請しなければならない。この場合において、対

象経費の額が確認できず、支払予定額で申請するときは、上限額で申請するものと

し、第３号の書類の添付を要しない。 

 (1) 光熱費調書（第２号様式） 

(2) 光熱費内訳書（第３号様式） 

(3) 光熱費の領収書等対象経費の額が確認できる書類 

 （交付の決定） 

第６条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可

否を決定し、その旨を当該申請を行った者に対して綾瀬市保育所等及び放課後児童

クラブ光熱費高騰対策支援補助金交付（不交付）決定通知書（第４号様式）により

通知するものとする。 

 （実績報告） 

第７条 規則第１２条の規定による実績報告は、規則第１２条第１項ただし書の規定

により提出を要しない。ただし、第５条後段の規定を適用した場合は、当該対象者



は、綾瀬市保育所等及び放課後児童クラブ光熱費高騰対策支援補助金実績報告書（

第５号様式。以下「実績報告書」という。）に第５条各号に掲げる書類を添えて、

同条の市長が別に定める日までに市長に提出するものとする。 

２ 市長は、実績報告書を受けたときは、その報告の内容を審査し、補助金の額を確

定し、その旨を当該報告を行った者に対して綾瀬市保育所等及び放課後児童クラブ

光熱費高騰対策支援補助金額確定通知書（第６号様式）により通知するものとする。 

 （補助金の返還） 

第８条 市長は、規則第１４条の場合のほか、前条第２項の額の確定により補助金の

額が減じた場合において、既に補助金が交付されているときは、その一部又は全部

を返還させるものとする。 

 （書類の整備） 

第９条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳

簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、保管するものと

する。 

２ 前項の帳簿及び証拠書類は、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算

して５年間保管するものとする。 

 （委任） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

この要綱は、令和５年２月７日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 



第１号様式（第５条関係） 

 

綾瀬市保育所等及び放課後児童クラブ光熱費高騰対策支援補助金交付申請書 

 

年  月  日  

（宛先）綾瀬市長 

 

申請者 所 在 地              

名   称              

代表者氏名              

              

年度綾瀬市保育所等及び放課後児童クラブ光熱費高騰対策支援補助金の交

付を受けたいので、次のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

１ 施設名 

２  交付申請額                                      円 

３  添付書類 

(1) 光熱費調書（第２号様式） 

(2) 光熱費内訳書（第３号様式） 

 (3) 対象となる経費が確認できる書類（光熱費の領収書等） 

 

 



第２号様式（第５条関係） 

光 熱 費 調 書 

 

                                                                         施設名              

区  分 
当該年度総額 前年度総額 

差引額 補助上限額 補助申請額 

Ａ－Ｂ 
前年度総額×上限率 

（電気30%・ガス43%） 

ＣとＤを比較して少ない方

の額 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

電気料金 

      円      円       円       円       円 

ガス料金 

      円      円       円       円       円 

合計 

    円 

  



第３号様式（第５条関係） 

 

光 熱 費 内 訳 書 

 

    区分 

支払月 

電気料金 ガス料金 

当該年度 前年度 当該年度 前年度 

４月     

５月     

６月     

７月     

８月     

９月     

１０月     

１１月     

１２月     

１月     

２月     

３月     

合計     

各種料金が確認できる資料を添付すること。 

 



第４号様式（第６条関係） 

 

綾瀬市保育所等及び放課後児童クラブ光熱費高騰対策支援補助金 

交付（不交付）決定通知書 

 

                              年  月  日 

 

             様 

 

                   綾瀬市長           印 

 

    年  月  日付けで申請がありました   年度綾瀬市保育所等及び放課

後児童クラブ光熱費高騰対策支援補助金の交付については、綾瀬市保育所等及び放課

後児童クラブ光熱費高騰対策支援補助金交付要綱第６条の規定により、次のとおり決

定しましたので通知します。 

 

１ 施設名 

２ 決定の区分  交付・不交付 

３ 補助金額             円 

４ 補助条件 

 

５ 不交付の理由 

 



第５号様式（第７条関係） 

 

綾瀬市保育所等及び放課後児童クラブ光熱費高騰対策支援補助金実績報告書 

 

年    月    日 

 

（宛先）綾瀬市長 

 

申請者 所 在 地              

名   称              

代表者氏名              

 

         年    月    日付けで決定を受けた        年度綾瀬市保育所等及び放課

後児童クラブ光熱費高騰対策支援補助金について次のとおり関係書類を添えて報告し

ます。 

 

１ 施設名 

２ 変更後交付申請額                円 

３ 既交付額                    円 

４ 添付書類 

 (1) 所要額調書（第２号様式） 

 (2) 所要額内訳書（第３号様式） 

 (3) 対象となる経費が確認できる書類（光熱費の領収書等） 

 



第６号様式（第７条関係） 

 

綾瀬市保育所等及び放課後児童クラブ光熱費高騰対策支援補助金額確定通知書 

 

                              年  月  日 

 

             様 

 

                   綾瀬市長           印 

 

    年  月  日付けで実績報告がありました   年度綾瀬市保育所等及び

放課後児童クラブ光熱費高騰対策支援補助金については、綾瀬市保育所等及び放課後

児童クラブ光熱費高騰対策支援補助金交付要綱第７条第２項の規定により、次のとお

り額が確定しましたので通知します。 

 

１ 施設名 

２ 確定額                     円 

３ 既交付額                    円 

４ 返還決定額                   円 


